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整理合理化計画のポイント：独法が構ずべき措置（２）
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JICAに関する個別の指摘事項

Ⅲ．独立行政法人の見直しに関し講ずべ
き横断的措置
１．独立行政法人の効率化に関する措置
(1) 随意契約の見直し
(2) 保有資産の見直し
(3) 官民競争入札等の積極的な適用
(4) 給与水準の適正化等

２．独立行政法人の自律化に関する措置
(1) 内部統制・ガバナンス強化に向けた

体制整備
① 業務遂行体制の在り方
② 関連法人等との人・資金の流れの在

り方
③ 管理会計の活用及び情報開示の在り

方
④ 監事監査等の在り方
⑤ 外部監査の在り方
⑥ 事後評価の在り方
⑦ 情報開示の在り方
(2) 国から独立行政法人への財政支出

横断的な指摘事項

→P.３

→P.３

→P.４

→P.５



これまでの取組：横断的な指摘事項（１）：効率化

●平成20年1月、随意契約の下限見直し等、国と同一の基準に会計規程を改正済。

●平成19年12月の「随意契約見直し計画」に基づき、遅くとも平成23年度までに一般競

争入札等に移行。 ※見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもののみ

●役職員に対し、適正な手続きの執行について徹底。

●平成20年2月、契約済案件の一覧をHPに公表。

→20年度予算への反映： △2億円 （23年度までの一般競争入札移行分の内20年度実施予定分）

●人件費総額： 平成18年度から5年間で5％削減に着実に取り組む。

★平成18年度実績は、17年度比1.1％、1．45億円の削減を達成。

●国家公務員と比較した給与水準（ラスパイレス指数）： 平成17年度（127.9［地域・学歴
勘案112.4］）を22年度に124.1（地域・学歴勘案108.1）に引き下げ。

⇒さらに、平成23年度までに平成17年度比5ポイント以上引下げ。

→20年度予算への反映： 17年度比△3.5億円 （人件費）

随意契約の見直し

給与水準の適正化等

３



これまでの取組：横断的な指摘事項（２）：自律化①

●人事評価： 中期計画・年度計画の達成状況及び業務実績を踏まえ、各職員の人事評
価（年2回の評価面接）を実施。評価結果は給与及び賞与に反映。

●内部統制： 平成20年3月、コンプライアンスセミナーを実施。法令遵守につき再度徹底。

●業務・マネジメントに関する国民の意見募集： 新広報室において検討中。

●関連法人への再就職・取引等の情報開示： 平成20年4月10日からHP上で公開。

●役職員に対し、関連法人への再就職に関連した不適正な契約の発生等の防止につい
て再度周知徹底。

業務遂行体制の在り方

関連法人等との人・資金の流れの在り方

●予算配賦部署ごとに、事業別の管理及び地域別の管理について周知徹底。

●平成19年度決算（20年6月公表予定）において、財務部がセグメント情報の開示作業中。

管理会計の活用及び情報開示の在り方

４



これまでの取組：横断的な指摘事項（２）：自律化②

●中期計画等の達成状況及び業務実績を踏まえ、人事評価結果を給与・賞与に反映。

●「平成20年度部署別年間業務計画」の策定に際して、評価結果・指摘事項が適切に業務

運営に反映されるよう指示。

事後評価の在り方

●常勤監事2名を配置。他独法の監事との情報・意見交換を実施。

監事監査等の在り方

●独立行政法人通則法（改正作業中）に基づき、監査を強化予定。

外部監査の在り方

情報開示の在り方

●情報へのアクセスの円滑化：HPのわかりやすさ、構成を工夫。

★途上国で活動する人々を写真や映像つきで紹介。

★タイムリーな情報提供。

例：20年5月のアフリカ開発会議（TICAD)に向け、アフリカに関
わる有識者、タレント、漫画家等のインタビューを掲載。

５



これまでの取組：事業及び事務の見直し

●市場化テストの導入：平成21年度から民間競争入札を実施

①海外移住資料館の管理・運営業務

●特命随意契約→競争入札に移行

②国際協力人材センターの業務
●企画競争（平成20年度委託分）→競争入札に移行

●具体的スケジュール（予定）：20年度中に実施要項の作成・公表、入札を実施
4月11日・・・官民競争入札等監理委員会事務局との意見交換（実施要項案の作成開始）

6月～9月・・・実施要項作成、審議

9月下旬・・・官民競争入札等監理委員会に付議、公告 ６

＜業務の内容＞
移住者・日系人に関して；
資料収集・調査
展示の企画・運営
教育・啓発用コンテンツの開発
講演会等の企画・運営
来館者対応、各種統計処理など

＜業務の内容＞
HPを通じた人材募集や研修・セミナー情報の

提供及び人材登録
国際協力を志す人からのキャリア形成に関する
相談業務など



これまでの取組：組織の見直し（１）

【東京国際センター八王子別館】

●処分（入札）に向けて鑑定評価を実施済み。

【ボリビア国農業総合試験場、パラグアイ国農業総合試験場】

●平成19年11-12月、両試験場の運営に関して、調査団（中間評価）を派遣し、相手国政

府側等との協議を実施。

●平成22年3月の相手国への譲渡に向けて準備中（譲渡後の事業計画の策定等）。

７

ボリビア農業総合試験場（外観） パラグアイ政府機関との合意文書署名
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これまでの取組：組織の見直し（２）

８

○ 在外事務所（56）
そのうち、
● 統合対象事務所（19）

2008年4月10日現在 ＜ＪＩＣＡに一本化＞
（11事務所）エジプト、

ヨルダン、ケニア、
バングラデシュ、
マレーシア、ベトナム、
フィリピン、中国、メキ
シコ、アメリカ合衆国、
欧州（フランス）

＜ＪＢＩＣに一本化＞
（1事務所）ペルー

＜移転＞
（7事務所）スリランカ、

パキスタン、インド、イ
ンドネシア、タイ、
ブラジル、英国

【海外のJICA・JBIC19事務所の一本化】

●情報システム整備、引越準備等の作業を開始。（基本的に現在のJICA又はJBICに
一本化。7事務所のみ執務スペースの関係から場所を移転。）



これまでの取組：組織の見直し（３）

【広尾センター、箱根研修所】

●広尾センターを含む国内拠点の機能・役割、利用状況、施設保有の経済合理性等に
関する第三者調査*を平成20年3月より実施中。

*コンサルタント5社から（株）日本経営システムが選定され契約済。

●箱根研修所については、利用者の対象拡大等、人事部を中心に具体的に協議中。

９

＜調査目的＞

第1期中期目標期間終了時の「組織・業務の見直し」及び「独法整理合理化計画」の指摘を踏

まえ、国内施設にかかる効率性分析を行う。

＜調査事項＞

国際センター、青年海外協力隊訓練所、広尾センター等を対象に、

①現状分析（施設、事業実績、事業環境、財務状況、周辺施設状況等）、

②効率性分析（施設利用者、宿泊機能、セミナールーム・事務所機能にかかる効率性分析

及び、広尾センターについて投資効率性の試算・分析に基づく効率性分析）、

③上記を踏まえた課題、改善計画案の整理



これまでの取組：効率化・自律化

【業務運営体制の整備】

●ＪＢＩＣ（海外経済協力部門）との統合を機に、組織・業務の効率化を図る。

★業務面の一体化： 3つの援助手法を跨ぎ、援助を機動的かつ迅速に実施。

★組織面の一体化： 地域を中心とした体制を確立し、事業を効率的に管理。

★人事・給与制度の一本化： 新たな人事制度を構築、組織の一体感を醸成する適材
適所の人事配置。

【自己収入の増加】

●「21世紀東アジア青少年大交流計画」に基づく利用拡大等、国内機関の宿泊施設の有

効活用を推進。

★平成19年度受入実績：984人泊。平成20年度も各実施団体へ働きかけを強化。

【保有資産の見直し】

●保養所（石打、勝浦）： 平成19年12月、組合と協議を開始。売却準備を進める。

●職員住宅： 空室状況を踏まえつつ処分を実施中。
★平成19年度実績：5戸。平成20年度に2戸処分見込み。
★残る25戸については、現中期計画期間中（平成23年度まで）に処分予定。
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